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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両で用いられ、前記車両の周辺に存在する周辺車両との広域通信網を介した無線通信
を制御する通信制御装置であって、
　前記車両に搭載されているセンサの検出結果に基づいて、前記車両の走行状態を示す通
信パケットである車両情報パケットを生成する通信パケット生成部（Ｆ２）と、
　前記通信パケット生成部が生成した前記車両情報パケットを所定の送信周期で前記周辺
車両へ送信するための処理を行う送信処理部（Ｆ３）と、
　前記車両が走行している道路である自車走行路が他の道路と接続する点である道路接続
点の位置を含む前方道路情報を取得する道路情報取得部（Ｆ４）と、
　前記道路情報取得部が取得した前記前方道路情報に基づいて、前記車両がこれから通行
する前記道路接続点までの残り距離が所定の周期変更距離以下となっているか否かを判定
する位置関係判定部（Ｆ５）と、を備え、
　前記送信処理部は、
　前記位置関係判定部によって前記道路接続点までの残り距離が前記周期変更距離よりも
大きいと判定されている場合には、前記送信周期として所定の第１周期を採用する一方、
　前記位置関係判定部によって前記道路接続点までの残り距離が前記周期変更距離以下で
あると判定されている場合には、前記送信周期として前記第１周期よりも短い第２周期を
採用し、
　前記通信パケット生成部は、前記送信周期を前記第２周期に設定する条件である第２周
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期化条件が充足された場合には、前記周辺車両に対して、前記送信周期として前記第２周
期を採用するように要求する通信パケットである第２周期化要求パケットを生成し、
　前記送信処理部は、前記第２周期化要求パケットを送信する処理を実行するように構成
されている通信制御装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記位置関係判定部は、前記車両の走行速度及び前記道路接続点の種別の少なくとも何
れか一方に基づいて前記周期変更距離として採用する値を決定することを特徴とする通信
制御装置。
【請求項３】
　請求項１又は２において、
　前記周辺車両から送信される前記車両情報パケットを受信しているか否かに基づいて、
前記周辺車両に相当する他車両が前記車両から所定の範囲内に存在するか否かを判定する
周辺車両判定部（Ｆ７）を備え、
　前記送信処理部は、
　前記周辺車両判定部によって前記周辺車両が存在しないと判定されている場合には、前
記位置関係判定部によって前記道路接続点までの残り距離が前記周期変更距離以下である
と判定されている場合であっても、前記送信周期として前記第１周期を採用することを特
徴とする通信制御装置。
【請求項４】
　請求項１から３の何れか１項において、
　前記送信処理部は、前記道路接続点の通過に伴って前記送信周期を前記第２周期から前
記第１周期に移す場合には、その通過した前記道路接続点との距離、又は通過した時点か
らの経過時間に応じて段階的に前記送信周期を前記第１周期に近づけていくことを特徴と
する通信制御装置。
【請求項５】
　請求項１から４の何れか１項において、
　前記第２周期化要求パケットを受信した場合、前記送信処理部は、前記送信周期を前記
第２周期に設定することを特徴とする通信制御装置。
【請求項６】
　請求項５において、
　前記送信処理部は、前記第２周期化要求パケットを送信した時点以降において、前記第
２周期化条件が充足されなくなった場合には、前記送信周期を前記第１周期に戻すことを
許可する通信パケットである復帰許可パケットを送信することを特徴とする通信制御装置
。
【請求項７】
　請求項６において、
　前記送信処理部は、
　前記第２周期化要求パケットの受信に基づいて前記送信周期を前記第２周期に設定して
いる場合において、受信した前記第２周期化要求パケットの送信元に相当する全ての車両
から前記復帰許可パケットを受信した場合には、前記送信周期を前記第１周期に設定する
ことを特徴とする通信制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車車間通信を実施するための通信モジュールの動作を制御する通信制御装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、複数の車両のそれぞれが、現在位置や、走行速度、進行方向などの車両情報を示
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す通信パケット（以降、車両情報パケット）を逐次同報送信するとともに、他車両から送
信された車両情報パケットを逐次受信する車車間通信システムが提案されている。
【０００３】
　そのような車車間通信システムにおける車両同士の通信（つまり車車間通信）の態様と
しては、特許文献１に開示されているように、広域通信網を経由せずに、車両同士が車両
情報パケットを直接送受信する態様が想定されている。車両同士の直接的な無線通信は、
アクセス制御方式としてＣＳＭＡ／ＣＡ（Carrier Sense Multiple Access／Collision A
voidance）方式を採用することで実現される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－５１８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、車車間通信の他の実現態様としては、車両同士が広域通信網を介して車両情
報パケットを送受信する態様も考えられる。しかしながら、車両同士が広域通信網を経由
して通信する場合には、通信量を抑制するために車両情報パケットの送信頻度を抑えたい
という要求と、リアルタイムな車両情報を互いに共有させるために車両情報パケットの送
信間隔を短くしたいという要求の、互いに相反する要求が存在する。
【０００６】
　本発明は、この事情に基づいて成されたものであり、その目的とするところは、広域通
信網を介した車車間通信を提供する車車間通信システムで用いられる通信制御装置であっ
て、リアルタイムな車両情報の共有を実現しつつ、通信量を抑制可能な通信制御装置を提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　その目的を達成するための本発明は、車両で用いられ、車両の周辺に存在する周辺車両
との広域通信網を介した無線通信を制御する通信制御装置であって、車両に搭載されてい
るセンサの検出結果に基づいて、車両の走行状態を示す通信パケットである車両情報パケ
ットを生成する通信パケット生成部（Ｆ２）と、通信パケット生成部が生成した車両情報
パケットを所定の送信周期で周辺車両へ送信するための処理を行う送信処理部（Ｆ３）と
、車両が走行している道路である自車走行路が他の道路と接続する点である道路接続点の
位置を含む前方道路情報を取得する道路情報取得部（Ｆ４）と、道路情報取得部が取得し
た前方道路情報に基づいて、車両がこれから通行する道路接続点までの残り距離が所定の
周期変更距離以下となっているか否かを判定する位置関係判定部（Ｆ５）と、を備え、送
信処理部は、位置関係判定部によって道路接続点までの残り距離が周期変更距離よりも大
きいと判定されている場合には、送信周期として所定の第１周期を採用する一方、位置関
係判定部によって道路接続点までの残り距離が周期変更距離以下であると判定されている
場合には、送信周期として第１周期よりも短い第２周期を採用し、通信パケット生成部は
、送信周期を第２周期に設定する条件である第２周期化条件が充足された場合には、周辺
車両に対して、送信周期として第２周期を採用するように要求する通信パケットである第
２周期化要求パケットを生成し、送信処理部は、第２周期化要求パケットを送信する処理
を実行するように構成されていることを特徴とする。
【０００８】
　ここでの道路接続点とは道路と道路が接続する点であり、具体的には、交差点や、高速
道路本線への合流地点などが該当する。一般的に、道路接続点から離れたエリアを走行し
ている場合には、道路接続点付近を走行している場合に比べて相対的に他車両の車両情報
の有用性は低い。ドライバの運転支援や自動運転等のために他車両のリアルタイムな車両
情報が必要な（換言すれば有用な）場面とは、交差点等などの道路接続点付近を走行する
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場合であることが多いためである。
【０００９】
　そのような事情に対して以上の構成では、送信処理部は、車両前方に存在する道路接続
点までの残り距離が所定の周期変更距離よりも大きい場合には、相対的に長い第１周期で
車両情報パケットが逐次送信されるように処理する一方、残り距離が周期変更距離以下と
なっている場合には、相対的に短い第２周期で車両情報パケットが逐次送信されるように
処理を行う。
【００１０】
　したがって、上述した通信制御装置が適用されている車両は、道路接続点から周期変更
距離以内となるエリアに進入すると、相対的に短い送信周期で車両情報パケットを送信し
始める。つまり、道路接続点付近においては、各適用車両が相対的に短い送信周期で車両
情報パケットを送信するため、リアルタイムな車両情報の共有が実現される。
【００１１】
　一方、リアルタイムな車両情報の有用性が相対的に低いエリア、すなわち道路接続点か
ら離れたエリアにおいては、送信周期として相対的に長い第１周期が採用されるため、通
信量を抑制することができる。つまり、以上の構成によればリアルタイムな車両情報の共
有を実現しつつ、通信量を抑制することができる。
【００１２】
　なお、特許請求の範囲に記載した括弧内の符号は、一つの態様として後述する実施形態
に記載の具体的手段との対応関係を示すものであって、本発明の技術的範囲を限定するも
のではない。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】車車間通信システム１００の概略的な構成の一例を示すブロック図である。
【図２】車載システム１の概略的な構成の一例を示すブロック図である。
【図３】送信周期制御処理を説明するためのフローチャートである。
【図４】本実施形態の作動を説明するための図である。
【図５】本実施形態の作動を説明するための図である。
【図６】変形例４における通信制御部１２の概略的な構成を示すブロック図である。
【図７】変形例５における送信制御部Ｆ３の作動を説明するための図である。
【図８】変形例８における車載システム１の構成を説明するためのブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施形態について図を用いて説明する。図１は、本発明に係る車車間通
信システム１００の概略的な構成の一例を示す図である。図１に示すように、車車間通信
システム１００は、複数の車両Ｍａ，Ｍｂの各々に構築されている複数の車載システム１
と、センタ２と、を備える。
【００１５】
　なお、図１では、便宜上、車載システム１が適用されている車両（以降、適用車両）と
して、車両Ｍａと車両Ｍｂの２台しか図示していないが、実際には３台以上存在してもよ
い。以降において、車両Ｍａ，Ｍｂに構築されている各車載システム１を区別する場合に
は、車両Ｍａに構築されている車載システム１を車載システム１ａ、車両Ｍｂに構築され
ている車載システム１を車載システム１ｂと記載する。
【００１６】
　＜全体の概要＞
　車車間通信システム１００は、適用車両が広域通信網３を介して互いに無線通信を実施
するためのシステムである。適用車両は、道路上を走行する車両である。適用車両は、四
輪自動車のほか、二輪自動車、三輪自動車等であってもよい。二輪自動車には原動機付き
自転車も含まれる。本実施形態では一例として適用車両Ｍａ，Ｍｂは、四輪自動車とする
。
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【００１７】
　各適用車両は、それぞれに搭載されている車載システム１によって広域通信網３に無線
接続可能に構成されている。なお、ここでの広域通信網３とは、携帯電話網やインターネ
ット等の、電気通信事業者によって提供される公衆通信ネットワークを指す。図１に示す
基地局４は、車載システム１が広域通信網３に接続するための無線基地局である。以降で
は便宜上、広域通信網３を介した通信を広域通信とも簡略して記載する。
【００１８】
　各適用車両は、自分自身の車両情報を示す車両情報パケットを所定の送信周期で基地局
４及び広域通信網３を介してセンタ２へ送信する。ここでの車両情報パケットとは、その
車両情報パケットを送信した車両（つまり送信元車両）の車両情報を示す通信パケットで
ある。車両情報には、送信元車両の現在位置、進行方向、走行速度、加速度などが含まれ
る。車両情報パケットには、車両情報のほかに、当該通信パケットの送信時刻や、送信元
情報などの情報を含む。送信元情報とは、送信元に相当する車両に割り当てられている識
別番号（いわゆる車両ＩＤ）である。
【００１９】
　センタ２は、或る車両から送信された車両情報パケットを、その送信元車両の周辺に存
在する他車両（つまり周辺車両）に転送する役割を担う。送信元車両の周辺とする領域は
、その車両から所定の転送用車間距離以内となる範囲とする。つまり、転送用車間距離は
、種々の適用車両の中から受信した車両情報パケットの転送先とする車両（換言すれば送
信元車両にとっての周辺車両）を抽出するために用いられるパラメータとして機能する。
【００２０】
　転送用車間距離は、一定値としてもよいし、送信元車両の走行速度や走行している道路
の種別などに応じて動的に決定されてもよい。ここでは一例として転送用車間距離は、送
信元車両の走行速度が大きいほど大きい値に設定されるものとする。他の態様として転送
用車間距離を送信元車両が走行している道路の種別に応じた値としてもよい。仮に転送用
車間距離を走行道路の種別に応じた値とする場合には、走行道路が高速道路である場合の
転送用車間距離は相対的に大きい値（例えば４００ｍ）とする一方、走行道路が一般道路
である場合には、走行道路が高速道路である場合よりも小さい値に設定すれば良い。送信
元車両から転送用車間距離以内に存在する他車両が送信元車両にとっての周辺車両に相当
する。
【００２１】
　センタ２は、受信した車両情報パケットの転送先を決定するためのサブ機能として、各
適用車両の現在位置を管理する機能を備える。各適用車両の現在位置の管理は、図示しな
いデータベースを用いて実現されればよい。当該データベースにおいて各適用車両の現在
位置は、車両ＩＤなどと対応付けられて保存されている。便宜上、適用車両毎の現在位置
を表したデータを位置管理データと称する。センタ２は、車両情報パケットを受信する度
に、データベースに登録されている送信元車両の現在位置を更新する。
【００２２】
　センタ２は、或る適用車両からの車両情報パケットを受信した場合に、位置管理データ
に基づいて、その送信元車両から直線距離において転送用車間距離以内となる位置に存在
する車両を抽出し、その抽出した車両にむけて、受信した車両情報パケットを転送する。
【００２３】
　このようにして、車車間通信システム１００は広域通信網を介した車車間通信を提供す
る。以降では、各車両に搭載される車載システム１の構成について、より詳細に述べる。
【００２４】
　＜車載システム１の構成について＞
　ここでは、適用車両Ｍａに搭載されている車載システム１ａを例にとって車載システム
１の構成について述べる。なお、他の適用車両（例えば車両Ｍｂ）に構築されている車載
システム１も同様の構成となっている。便宜上、車載システム１にとって自分自身が搭載
されている車両（つまり車両Ｍａ）のことを、他の車載システム１が搭載されている車両
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と区別して、自車両とも記載する。
【００２５】
　車載システム１は、図２に示すように、通信ユニット１０、センサ２０、及びロケータ
３０を備える。通信ユニット１０は、車両内に構築された通信ネットワーク（つまり、Ｌ
ＡＮ：Local Area Network）を介して、センサ２０、ロケータ３０と接続されている。
【００２６】
　通信ユニット１０は、車両情報パケットの送受信を実施するためのユニットである。通
信ユニット１０は、センサ２０から提供される情報に基づいて車両情報パケットを生成し
、センタ２を介して自車両周辺に存在する他車両（以降、周辺車両）に送信する。また、
通信ユニット１０は周辺車両から送信された車両情報パケットをセンタ２経由で受信する
。この通信ユニット１０の詳細については別途後述する。
【００２７】
　センサ２０は、自車両の走行に関する種々の状態量を検出するための種々のセンサであ
る。自車両の走行に関する状態量とは、例えば、走行速度、ヨーレート、操舵角、加速度
、シフト位置などである。つまり、走行速度を検出する速度センサや、ヨーレートを検出
するヨーレートセンサ、操舵角を検出する操舵角センサ、車両Ｍａに作用する加速度を検
出する加速度センサ、シフトポジションセンサ等が、センサ２０に含まれる。なお、後述
するロケータ３０が特定する自車両の現在位置もまた、自車両の走行に関する状態量に含
まれる。
【００２８】
　センサ２０は、車両Ｍａの走行状態を示す状態量の検出値を、ＬＡＮを介して通信ユニ
ット１０に逐次提供する。なお、種々のセンサ２０の検出結果は、ＥＣＵ（Electronic C
ontrol Unit）等を介して通信ユニット１０に提供される構成となっていても良い。セン
サ２０に該当するセンサは上述したものに限らない。また、上述した全てのセンサを備え
ている必要もない。センサ２０の種類は適宜設計されればよい。
【００２９】
　ロケータ３０は、道路地図上において、自車両が現在走行している地点を特定する装置
である。ロケータ３０は、より細かい構成要素として、ＧＮＳＳ受信機３１及び地図記憶
部３２を備える。
【００３０】
　ＧＮＳＳ受信機３１は、衛星航法システムであるＧＮＳＳ（Global Navigation Satell
ite System）が備える航法衛星が送信する航法信号を受信し、受信した航法信号に基づい
て現在位置を逐次算出する。
【００３１】
　地図記憶部３２は、道路の接続関係や、道路の形状（換言すれば道路構造）を示す道路
地図データを記憶している。地図記憶部３２は、ハードディスクドライブ等の不揮発性の
記憶媒体を用いて実現されればよい。
【００３２】
　なお、他の態様として地図記憶部３２は、車両外部において地図データベースとして設
けられていてもよい。その場合、車載システム１は、広域通信網３を介して地図記憶部３
２としての地図データベースにアクセス可能に構成されているものとする。
【００３３】
　道路地図データは、ノード毎のノードデータと、リンク毎のリンクデータを含む。ノー
ドとは、例えば道路同士の接続点（以降、道路接続点）や、道路の終端点等などといった
、道路の接続関係を表す上で適宜設定される地点であり、リンクとは、ノード間を結ぶ道
路である。道路接続点とは、例えば交差点である。また、道路接続点には、高速道路本線
とランプウェイとが接続する地点である合流地点なども含まれる。ランプウェイは高速道
路と一般道路とを接続する道路である。
【００３４】
　各ノードには固有のノードＩＤが割り当てられており、各リンクには固有のリンクＩＤ
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が割り当てられている。ノードＩＤやリンクＩＤによって道路網を構築する種々のノード
やリンクが識別される。
【００３５】
　或るノードについてのノードデータには、ノードＩＤや、そのノードの位置を示す座標
情報、ノード種別、当該ノードに接続するリンクの情報（例えばリンクＩＤ）を備える。
ノード種別とは、道路結束点としての種別を表す情報であり、例えば当該ノードが交差点
であるか、高速道路上に設定された合流地点であるかなどを表す情報である。
【００３６】
　リンクデータは、リンクＩＤや、リンク長、リンク形状、リンクの始端に相当するノー
ドＩＤ、終端に相当するノードＩＤ、道路幅員、車線情報、制限速度等を備える。本実施
形態ではより好ましい態様としてリンク形状には、道路勾配も含まれることとする。
【００３７】
　ロケータ３０は、ＧＮＳＳ受信機３１が検出している現在位置に基づいて、道路地図上
における自車両の位置を特定する。道路地図上における車両位置を特定することを、以降
ではマッピングとも記載する。車両位置のマッピングは、ナビゲーション装置で慣用され
ている既知のマップマッチング技術を援用して実施すれば良い。マップマッチング技術は
、複数時点における車両の進行方向や走行速度から車両の走行軌跡を求め、この車両の走
行軌跡と地図情報から得た道路形状とを比較して車両の現在位置を求める技術である。
【００３８】
　また、ロケータ３０は、自車両に対するマッピングの結果に基づき、自車両が走行して
いる道路（以降、自車走行路）を逐次特定する。そして、その特定した自車走行路に関す
る道路地図情報（以降、前方道路情報）を通信ユニット１０に提供する。
【００３９】
　前方道路情報には、自車両の進行方向（換言すれば前方）に存在する道路接続点の位置
や、自車両前方に存在する道路接続点のうち、自車両から最も近い位置に存在する道路接
続点（以降、直近接続点）までの残り距離Ｄｒｍｎ、自車走行路の道路形状を示す情報（
以降、道路形状情報）が含まれていればよい。道路形状情報は、道路の勾配や曲率などを
含んでいることが好ましい。例えばロケータ３０は、自車走行路に対応するリンクデータ
を道路形状情報として提供すればよい。
【００４０】
　また、ロケータ３０は、上述した前方道路情報に加えて、ＧＮＳＳ受信機３１によって
特定されている現在位置を示す位置情報も通信ユニット１０に逐次提供する。
【００４１】
　なお、通過済みの道路接続点は直近接続点に該当しないため、ロケータ３０は自車両が
直近接続点として取り扱っていた地点を通過したことを検出すると、その次の道路接続点
が直近接続点に設定する。ロケータ３０は上述した機能を備えていればよく、自車両にナ
ビゲーション装置が搭載されている場合には、そのナビゲーション装置をロケータ３０と
して利用してもよい。
【００４２】
　＜通信ユニット１０の構成について＞
　次に通信ユニット１０について説明する。通信ユニット１０は、広域通信モジュール１
１及び通信制御部１２を備える。通信制御部１２が請求項に記載の通信制御装置に相当す
る。
【００４３】
　広域通信モジュール１１は、広域通信網３に無線接続し、車載システム１が他の通信装
置と広域通信を実施するための通信モジュールである。この広域通信モジュール１１は、
より細かい要素として、図示しない広域通信用アンテナ及び送受信部を備える。
【００４４】
　広域通信用アンテナは、広域通信に用いられる所定の周波数帯の電波を送受信するため
のアンテナである。送受信部は、広域通信用アンテナで受信した信号を復調して通信制御
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部１２に提供するとともに、通信制御部１２から入力されたデータを変調して広域通信用
アンテナに出力し、無線送信する。これら広域通信用アンテナ及び送受信部の協働により
、広域通信モジュール１１は、受信したデータを通信制御部１２に出力するとともに、通
信制御部１２から入力されたデータを変調して外部装置（例えばセンタ２）に送信する通
信モジュールとして機能する。
【００４５】
　通信制御部１２は、広域通信モジュール１１の作動を制御する。通信制御部１２は、Ｃ
ＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ、Ｉ／Ｏ、及びこれらの構成を接続するバスラインなどを備えたコ
ンピュータとして構成されている。ＲＯＭには、通常のコンピュータを通信制御部１２と
して機能させるためのプログラム（以降、通信制御プログラム）等が格納されている。
【００４６】
　なお、上述の通信制御プログラムは、非遷移的実体的記録媒体（non- transitory tang
ible storage medium）に格納されていればよく、その具体的な記憶媒体はＲＯＭに限ら
ない。例えば通信制御プログラムはフラッシュメモリに保存されていても良い。ＣＰＵが
通信制御プログラムを実行することは、通信制御プログラムに対応する方法が実行される
ことに相当する。
【００４７】
　この通信制御部１２は、ＣＰＵがＲＯＭに格納されている上述の通信制御プログラムを
実行することによって、図２に示す種々の機能を提供する。すなわち、通信制御部１２は
機能ブロックとして、車両情報取得部Ｆ１、通信パケット生成部Ｆ２、道路情報取得部Ｆ
４、位置関係判定部Ｆ５、送信制御部Ｆ３、及び受信データ取得部Ｆ６備える。
【００４８】
　なお、通信制御部１２が備える機能ブロックの一部又は全部は、一つあるいは複数のＩ
Ｃ等を用いて（換言すればハードウェアとして）実現してもよい。また、通信制御部１２
が備える機能ブロックの一部又は全部は、ＣＰＵによるソフトウェアの実行とハードウェ
ア部材の組み合わせによって実現されてもよい。
【００４９】
　車両情報取得部Ｆ１は、センサ２０及びロケータ３０から、自車両の走行状態を示す種
々の情報（つまり車両情報）を取得する。具体的には、自車両の現在位置や、走行速度、
ヨーレート、進行方向などを取得する。車両情報取得部Ｆ１が取得した種々の情報は図示
しないＲＡＭに一定時間保存される。
【００５０】
　通信パケット生成部Ｆ２は、ＲＡＭに保存されている車両情報を用いて車両情報パケッ
トを生成する。本実施形態では一例として通信パケット生成部Ｆ２は、送信制御部Ｆ３か
らの要求に基づいて車両情報パケットを生成する態様とする。なお、他の態様として通信
パケット生成部Ｆ２は、所定の生成周期で車両情報パケットを生成する態様としてもよい
。
【００５１】
　送信制御部Ｆ３は、車両情報パケットの送信間隔を制御する機能ブロックである。送信
制御部Ｆ３は、車両情報パケットの送信間隔を制御するためのサブ機能として、車両情報
パケットを所定の送信周期で送信するためのタイマ（以降、送信タイマ）を備える。
【００５２】
　送信タイマは、車両情報パケットを前回送信してからの経過時間を計測するタイマであ
る。送信タイマのカウント値が送信周期に相当する値となった状態がタイマ満了状態に相
当する。送信タイマは、車両情報パケットが送信される度にリセットされて再スタートす
る。
【００５３】
　送信制御部Ｆ３及び通信パケット生成部Ｆ２の作動は適宜設計されれば良い。ここでは
一例として送信制御部Ｆ３及び通信パケット生成部Ｆ２は次のように協働することにより
、所定の送信周期で車両情報パケットを送信するものとする。すなわち、送信制御部Ｆ３
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は送信タイマが満了となった場合に通信パケット生成部Ｆ２に対して車両情報パケットの
生成を要求する。そして、通信パケット生成部Ｆ２によって生成された車両情報パケット
を広域通信モジュール１１に出力し、無線送信させる。
【００５４】
　車両情報パケットの送信間隔に相当する送信周期自体は、送信制御部Ｆ３によって動的
に変更される。本実施形態においては、ＲＯＭには車両情報パケットの送信周期として採
用可能な設定値として、それぞれ長さが異なる第１周期Ｔ１と第２周期Ｔ２が予め登録さ
れている。送信制御部Ｆ３は、後述する位置関係判定部Ｆ５の判定結果に基づいて第１周
期Ｔ１と第２周期Ｔ２から送信周期として採用する値を選択する。
【００５５】
　ここでは一例として第１周期Ｔ１は１秒とし、第２周期Ｔ２は０．１秒とする。第１周
期Ｔ１は、第２周期Ｔ２よりも長い時間に設定されていればよい。例えば第１周期は０．
５秒や、０．８秒などであっても良い。第１周期Ｔ１は、通信量抑制の観点から相対的に
長い値に設定されていることが好ましい。
【００５６】
　一方、第２周期Ｔ２は、リアルタイムな情報共有が要求される場合に採用するための値
である。従来の車車間通信システムにおける車両情報パケットの送信周期としては数百ミ
リ秒程度の値が想定されている。したがって、リアルタイムな情報共有の観点から相対的
に小さい値（例えば３００ミリ秒以下）に設定されていることが好ましい。送信制御部Ｆ
３が請求項に記載の送信処理部に相当する。
【００５７】
　なお、第１周期Ｔ１は、車両情報パケットの送信が実質的に実施されなくなるほど大き
い値（例えば１００００秒以上）に設計されてもよい。換言すれば、第１周期Ｔ１は送信
制御部Ｆ３によって無限大として取り扱われる値に設定されていてもよい。また、送信制
御部Ｆ３は、送信周期が第１周期Ｔ１に設定されている場合には車両情報パケットの送信
を実施しないように構成されていてもよい。
【００５８】
　道路情報取得部Ｆ４は、ロケータ３０から前方道路情報を取得する。取得した前方道路
情報は位置関係判定部Ｆ５に提供される。前方道路情報には前述のとおり、直近接続点ま
での残り距離Ｄｒｍｎ等が含まれている。
【００５９】
　位置関係判定部Ｆ５は、道路情報取得部Ｆ４が取得した前方道路情報に含まれる直近接
続点までの残り距離Ｄｒｍｎが、所定の周期変更距離Ｄｔｈ以下となっているか否かを判
定する。換言すれば、位置関係判定部Ｆ５は、直近接続点から周期変更距離Ｄｔｈ以内と
なる範囲に自車両が存在しているか否かを判定する。
【００６０】
　周期変更距離Ｄｔｈは、車両情報パケットの送信周期Ｔを、所定の第１周期Ｔ１よりも
短い第２周期Ｔ２に設定するべきであるか否かを判定するために用いられる距離である。
周期変更距離Ｄｔｈは、予め設計された一定の値としてもよいし、自車両の走行速度に応
じて動的に決定（換言すれば調整）されてもよい。
【００６１】
　ここではより好ましい態様として、位置関係判定部Ｆ５は、自車両の走行速度が大きい
ほど周期変更距離Ｄｔｈを大きい値に設定するものとする。例えば、自車両の走行速度が
一般道路の巡航速度（例えば５０ｋｍ／ｈ）以下である場合には２００ｍに設定し、高速
道路の巡航速度（例えば８０ｋｍ／ｈ）相当となっている場合には、４００ｍなどに設定
する。走行速度に応じた周期変更距離Ｄｔｈの具体的な値は適宜設計されればよい。
【００６２】
　受信データ取得部Ｆ６は、広域通信モジュール１１が受信したデータ（例えば他車両か
らの車両情報パケット）を取得する。受信データ取得部Ｆ６によって取得された車両情報
パケットは、車両毎に区別してＲＡＭ等に一定時間保存されたり、ＬＡＮを介して他の電
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子制御装置（ＥＣＵ：Electronic Control Unit）に提供されたりする。
【００６３】
　＜送信周期制御処理＞
　次に、通信制御部１２が実施する送信周期制御処理について図３に示すフローチャート
を用いて述べる。送信周期制御処理は、車両情報パケットの送信周期を制御する処理であ
る。この送信周期制御処理は、車両の電源（例えばイグニッション電源）がオンとなって
いる間、逐次（例えば５０ミリ秒毎に）開始されればよい。
【００６４】
　まず、ステップＳ１では道路情報取得部Ｆ４がロケータ３０から提供される前方道路情
報を取得してステップＳ２に移る。ステップＳ２では位置関係判定部Ｆ５が、直近接続点
までの残り距離Ｄｒｍｎが、周期変更距離Ｄｔｈ以下となっているか否かを判定する。直
近接続点までの残り距離Ｄｒｍｎが周期変更距離Ｄｔｈ以下となっている場合にはステッ
プＳ２が肯定判定されてステップＳ４に移る。一方、直近接続点までの残り距離Ｄｒｍｎ
が周期変更距離Ｄｔｈ以下となっていない場合にはステップＳ２が否定判定されてステッ
プＳ３に移る。なお、周期変更距離Ｄｔｈは、位置関係判定部Ｆ５によって自車両の現在
の走行速度に応じた値に調整されているものとする。
【００６５】
　ステップＳ３では送信制御部Ｆ３が、送信周期を第１周期Ｔ１に設定して本フローを終
了する。ステップＳ４では送信制御部Ｆ３が、送信周期を第２周期Ｔ２に設定して本フロ
ーを終了する。
【００６６】
　＜実施形態のまとめ＞
　以上の構成では、直近接続点までの残り距離Ｄｒｍｎが周期変更距離Ｄｔｈ以下となっ
ている場合には、送信周期を相対的に短い第２周期Ｔ２に設定する。また、直近接続点ま
での残り距離Ｄｒｍｎが周期変更距離Ｄｔｈよりも大きいとなっている場合には、送信周
期を相対的に長い第１周期Ｔ１に設定する。
【００６７】
　ここで、直近接続点までの残り距離Ｄｒｍｎが周期変更距離Ｄｔｈ以下であるというこ
とは、例えば交差点等の他の道路と合流する地点（つまり道路接続点）にまもなく進入す
ることを示唆している。また、直近接続点までの残り距離Ｄｒｍｎが周期変更距離Ｄｔｈ
よりも大きい場合には、交差点等の道路接続点から離れた地点を道沿いに走行しているこ
とを示唆している。
【００６８】
　したがって、以上の構成によれば通信ユニット１０は、自車両が交差点等から離れたエ
リアに存在する場合には相対的に長い送信周期で車両情報パケットを送信する一方、まも
なく交差点等に進入する場合には相対的に短い送信周期で車両情報パケットを送信する。
【００６９】
　送信周期を長くするということは、車両情報パケットの送信頻度（換言すれば通信量）
を抑制することに相当する。送信周期を短くするということは、車両情報パケットの送信
頻度を多くし、他車両への情報発信をより密に実施することに相当する。
【００７０】
　ところで、ドライバの運転を支援したり、自車両を自動走行させたりする上で他車両の
よりリアルタイムな車両情報が必要となる（換言すれば有用な）場合としては、交差点等
に進入する場合が想定される。また、交差点等から離れた地点においては、交差点に進入
する直前に比べて相対的に他車両の車両情報の有用性は低い。
【００７１】
　したがって、以上の構成における通信制御部１２は、相対的にそれぞれの車両情報の共
有の必要性が高い場面においては送信間隔を短くし、相対的に車両情報の共有の必要性が
低い場面においては送信間隔を長くするように、交差点等の道路接続点と自車両との位置
関係に応じて送信周期を制御する。
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【００７２】
　このような態様によれば、通信量抑制のために通信頻度を抑えたいという要求と、リア
ルタイムな情報を互いに共有させたいという要求をそれぞれ満たすことが出来る。つまり
、上述の通信制御部１２を用いることで、より適切な送信周期で車両情報パケットを送信
することができる。
【００７３】
　図４及び図５は、車車間通信システム１００全体の作動を説明するための図である。図
４に示すＸｐ１や図５に示すＸｐ２は直近接続点の位置を表しており、破線で囲まれるエ
リアが直近接続点からの距離が周期変更距離Ｄｔｈ以下となるエリア（以降、接続点近傍
エリア）を表している。なお、地点Ｘｐ１は一般道路の交差点を表しており、地点Ｘｐ２
は高速道路本線への合流地点を表している。
【００７４】
　適用車両のそれぞれが上述した機能を備えることにより、接続点近傍エリア内は、車車
間通信が密に実施されるエリアとして機能する。一方、接続点近傍エリア外は車車間通信
が抑制されるエリアとして機能する。
【００７５】
　以上、本発明の実施形態を説明したが、本発明は上述の実施形態に限定されるものでは
なく、以降で述べる種々の変形例も本発明の技術的範囲に含まれる。また、種々の変形例
は適宜組み合わせて実施することが出来る。さらに、下記以外にも要旨を逸脱しない範囲
内で種々変更して実施することができる。例えばロケータ３０が備える機能の一部を通信
制御部１２が備えていても良い。
【００７６】
　なお、前述の実施形態で述べた部材と同一の機能を有する部材については、同一の符号
を付し、その説明を省略する。また、構成の一部のみに言及している場合、他の部分につ
いては先に説明した実施形態の構成を適用することができる。
【００７７】
　［変形例１］
　位置関係判定部Ｆ５は、天候や路面状態に応じて周期変更距離Ｄｔｈを調整して運用し
てもよい。なお、ここでの路面状態とは、路面が濡れているか、積雪しているか、凍結し
ているか、道路が舗装されているか否かなどを指す。路面状態は、路面の摩擦係数によっ
て表されてもよい。また、ここでの天候とは、降雨や、降雪、霧の有無などを指す。いず
れにしても位置関係判定部Ｆ５は、自車走行路の路面摩擦力が小さいほど、周期変更距離
Ｄｔｈを長い値へと補正して運用するものとする。
【００７８】
　これは次の理由による。例えば、路面が濡れている場合にはタイヤと路面との摩擦係数
が減少し、車間距離の調整等に要する時間等が長くなる。また、降雨や降雪時にはドライ
バによる周辺環境の視認性が低下し、認知、判断、操作といった一連の運転操作に遅延が
生じやすい。
【００７９】
　それに対し、周期変更距離Ｄｔｈを大きくすれば、送信周期として第２周期Ｔ２が採用
されるエリアが拡大する。つまり、より広い範囲でリアルタイムな車両情報の共有が実現
されるようになる。そのため、他車両の車両情報に基づいた車両制御やドライバへの情報
提供を実行する上で時間的な余裕をもたせることができる。
【００８０】
　路面状態を示す情報は、車両に搭載されたセンサ２０から取得してもよいし、外部のサ
ーバ等から広域通信網３を介して取得してもよい。路面状態を示す状態量をセンシングす
るセンサとは、例えば降雨を検出するレインセンサなどがある。また、タイヤと路面間の
摩擦力を検出する技術も種々提案されており、それら公知の技術を援用することで路面状
態を判定してもよい。
【００８１】
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　［変形例２］
　前方道路情報として、自車走行路の道路勾配を取得できる場合には、位置関係判定部Ｆ
５は自車走行路の道路勾配に基づいて周期変更距離Ｄｔｈを調整してもよい。具体的には
、道路が上り勾配である場合には周期変更距離Ｄｔｈを所定量小さくし、道路が下り勾配
である場合には周期変更距離Ｄｔｈを所定量大きくする。勾配に応じて車両の制動力が変
化し、それに伴い、車間距離の調整等に要する時間等も変化するためである。基本的には
、減速しやすい状況であるほど、周期変更距離Ｄｔｈを小さくすればよい。なお、具体的
な調整量は適宜設計されれば良い。
【００８２】
　［変形例３］
　上述した実施形態では、周期変更距離Ｄｔｈを走行速度に応じて調整する態様を例示し
たが、これに限らない。周期変更距離Ｄｔｈは、直近接続点のノード種別に応じて決定さ
れても良い。直近接続点が高速道路本線への合流地点である場合には相対的に大きい値に
設定し、直近接続点が一般道路の交差点である場合には相対的に小さい値に設定する。
【００８３】
　一般的に、一般道路での走行速度は高速道路走行時ほど大きくない。したがって、この
ような態様によっても周期変更距離を、間接的に、自車両や周辺車両の走行速度に応じた
値に設定することができる。もちろん、走行速度とノード種別の両方に基づいて周期変更
距離Ｄｔｈの値を調整してもよい。その場合の調整の仕方は、上述の思想に基づき、適宜
設計されれば良い。
【００８４】
　［変形例４］
　以上では、直近接続点までの残り距離Ｄｒｍｎに基づいて送信周期を変更する態様を例
示したが、これに限らない。例えば、通信制御部１２は周辺車両の有無を判定し、直近接
続点までの残り距離Ｄｒｍｎとなっている場合であっても、周辺車両が存在しない場合に
は送信周期として第２周期Ｔ２を維持してもよい。周辺車両が存在しないのであれば、送
信した車両情報パケットが周辺車両によって利用されない。そのため、送信周期を短くす
る必要性が小さいためである。
【００８５】
　この変形例４は例えば図６に示す構成によって実現されればよい。図６は、変形例４に
おける通信制御部１２が備える機能を概略的に表した機能ブロック図である。変形例４に
おける通信制御部１２は機能ブロックとして、前述の種々の機能に加えて、周辺車両判定
部Ｆ７を備える。
【００８６】
　周辺車両判定部Ｆ７は、周辺車両が存在するか否かを判定する機能ブロックである。周
辺車両の有無は、センタ２から他車両の車両情報パケットが転送されてきているか否かに
よって判定すれば良い。例えば、現在から判定用時間以内に他車両の車両情報パケットを
受信していない場合には、周辺車両は存在しないと判定する。一方、判定用時間以内に他
車両の車両情報パケットを受信している場合には、周辺車両は存在すると判定する。
【００８７】
　判定用時間は適宜設計されれば良い。ただし、判定用時間は第１周期Ｔ１の１倍よりも
長くすることが好ましい。例えば判定用時間は第１周期Ｔ１の２倍などとすれば良い。な
お、判定用時間以内に他車両の車両情報パケットを受信したか否かはＲＡＭを参照するこ
とで特定できる。ＲＡＭには受信データ取得部Ｆ６が取得した車両情報パケットが保存さ
れるためである。
【００８８】
　変形例４における送信制御部Ｆ３は、位置関係判定部Ｆ５によって残り距離Ｄｒｍｎが
周期変更距離Ｄｔｈ以下であると判定され、かつ、周辺車両判定部Ｆ７によって周辺車両
が存在すると判定された場合には、送信周期を第２周期Ｔ２に設定する。一方、位置関係
判定部Ｆ５によって残り距離Ｄｒｍｎが周期変更距離Ｄｔｈ以下であると判定されていな
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い場合、及び、周辺車両判定部Ｆ７によって周辺車両は存在しないと判定された場合には
、送信周期を第１周期Ｔ１に設定する。
【００８９】
　このような構成によれば、より通信量を抑制することができる。また、周辺車両が存在
する場合には送信周期として第２周期Ｔ２を採用するため、車車間通信のリアルタイム性
を維持することができる。
【００９０】
　［変形例５］
　上述した実施形態では、直近接続点として取り扱っていた地点を通過した場合には直近
接続点とする地点を自車両よりも前方に存在する別の地点に更新するため、直近接続点と
して取り扱っていた地点の通過に伴って、送信制御部Ｆ３は送信周期を第２周期Ｔ２から
第１周期Ｔ１に戻すように作動する。
【００９１】
　しかしながら、道路接続地点を通過した直後においては、まだ当該地点Ｘｐの付近に自
車両が存在しているため、地点Ｘｐを通行しようとしている他車両にとって自車両の車両
情報パケットが未だ有用である場合もありえる。
【００９２】
　したがって、送信制御部Ｆ３は、道路接続地点Ｘｐを通過した後も当該地点から所定の
周期復帰距離だけ移動するまでは、送信周期を第２周期Ｔ２のまま維持する態様としても
よい。周期復帰距離は適宜設計されればよく、周期変更距離Ｄｔｈと同じ値としてもよい
。
【００９３】
　また、送信制御部Ｆ３は送信周期を第２周期Ｔ２から第１周期Ｔ１へ復帰させる場合、
図７に示すように、第２周期から連続的又は段階的に（つまり徐々に）第１周期Ｔ１へと
戻す態様としてもよい。
【００９４】
　第２周期Ｔ２から第１周期Ｔ１へと戻す場合とは、直近接続点として取り扱っていた地
点Ｘｐを通過した場合である。地点Ｘｐを通過した直後においては、まだ当該地点Ｘｐの
付近に自車両が存在しているため、地点Ｘｐを通行しようとしている他車両にとって自車
両の車両情報パケットが未だ有用である場合もありえる。
【００９５】
　送信周期を第２周期Ｔ２から徐々に第１周期Ｔ１に戻す態様とすることで、通信量を抑
制しつつ、地点Ｘｐを通行しようとしている他車両に対して、当該地点Ｘｐを通過済みの
自車両の車両情報パケットを相対的に短い間隔で提供することができる。
【００９６】
　なお、第２周期Ｔ２から第１周期Ｔ１へ送信周期を戻す過程において採用する送信周期
は、直近接続点として取り扱っていた地点Ｘｐと自車両の距離や、通過してから経過時間
に応じた値とすればよい。地点Ｘｐとの距離が離れるほど、又は、地点Ｘｐを通過してか
らの経過時間が長いほど、送信周期を第１周期Ｔ１に近づけるものとする。送信周期とし
ての設定値は、車両情報パケットを送信したタイミングで、換言すれば、送信タイマをリ
スタートさせるタイミングで決定及び更新されればよい。
【００９７】
　［変形例６］
　変形例５では、送信周期を第２周期Ｔ２から第１周期Ｔ１へと徐々に切り替える態様を
例示したが、第１周期Ｔ１から第２周期Ｔ２への変更も残り距離Ｄｒｍｎに応じて段階的
に移行させても良い。その場合、残り距離Ｄｒｍｎが小さいほど、送信周期を第２周期Ｔ
２に近づけるものとする。残り距離Ｄｒｍｎに応じた送信周期の具体的な値は適宜設計さ
れれば良い。ただし、残り距離Ｄｒｍｎが周期変更距離Ｄｔｈ以下となっている場合には
送信周期が第２周期Ｔ２となるように、残り距離Ｄｒｍｎが周期変更距離Ｄｔｈよりも大
きい段階から送信周期を第１周期よりも短くし始めることが好ましい。
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【００９８】
　［変形例７］
　上述の実施形態では、道路情報取得部Ｆ４はロケータ３０から前方道路情報を取得する
態様とするが、これに限らない。車両前方を撮影する車載カメラを車載システム１が備え
る場合には、車載カメラによって撮像された画像を解析することで、交差点等を検出した
り、検出した交差点までの残り距離を特定したりしてもよい。つまり、前方道路情報のソ
ースデバイスは車載カメラであってもよい。
【００９９】
　なお、車載カメラの撮像画像から所定の検出対象を検出する技術は、画像認識技術とし
て周知であるため、その具体的な実現方法についての説明は省略する。交差点等の検出は
、信号機や道路標識などを目印として検出されれば良い。もちろん、他の態様として、車
載カメラの撮像画像に基づく環境認識とロケータ３０とを併用して前方道路情報を取得し
てもよい。
【０１００】
　［変形例８］
　通信制御部１２は、第２周期Ｔ２を採用するための条件（以降、第２周期化条件）が充
足された場合には、周辺車両に対して送信周期として第２周期Ｔ２を採用するように要求
する第２周期化要求パケットを生成し、送信してもよい。第２周期化要求パケットの生成
自体は通信パケット生成部Ｆ２が実施すれば良い。第２周期化要求パケットを送信するべ
きであるか否か、換言すれば第２周期化条件が充足したか否かの判断は送信制御部Ｆ３が
実施すればよい。
【０１０１】
　なお、第２周期化条件が充足された場合とは、実施形態においては残り距離Ｄｒｍｎが
周期変更距離Ｄｔｈ以下となった場合であり、変形例４においては、残り距離Ｄｒｍｎが
周期変更距離Ｄｔｈであり、且つ、周辺車両が存在する場合である。第２周期化条件の内
容は適宜設計されれば良い。
【０１０２】
　送信制御部Ｆ３が広域通信モジュール１１と協働して送信した第２周期化要求パケット
はセンタ２によって周辺車両へ転送される。センタ２は、例えば車両Ｍａからの第２周期
化要求パケットを受信した場合には、車両Ｍａの周辺車両を特定し、その特定した周辺車
両に対して第２周期化要求パケットを転送する。各車載システム１は、第２周期化要求パ
ケットを受信した場合、送信周期として第２周期Ｔ２を採用する。
【０１０３】
　なお、送信制御部Ｆ３は、第２周期化要求パケットの受信したことをトリガとして送信
周期を第２周期Ｔ２に設定した場合には、第２周期化要求パケットの送信は実施しないも
のとする。仮に、第２周期化要求パケットの受信に伴って送信周期を第２周期Ｔ２に設定
した場合にも第２周期化要求パケットを送信してしまうと、第２周期化要求パケットが連
鎖的に拡散していってしまうためである。
【０１０４】
　この変形例８として開示の構成によれば、自車両が道路接続点に接近するに伴って、周
辺車両に第２周期Ｔ２で車両情報パケットを送信させることができる。したがって、この
変形例８の構成によれば、より確実にリアルタイムな車両情報の共有を実現することがで
きる。
【０１０５】
　また、送信制御部Ｆ３は、第２周期化要求パケットを送信した後において、第２周期化
条件が充足されなくなった場合には、送信周期を第１周期Ｔ１に戻すことを許可する通信
パケット（以降、復帰許可パケット）を広域送信するものとする。
【０１０６】
　送信制御部Ｆ３は、他車両からの第２周期化要求パケットを受信した場合、その通信パ
ケットの送信元を示す情報（例えば車両ＩＤ）を、要求元車両としてＲＡＭ等に登録して
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いく。そして、全ての要求元車両から復帰許可パケットを受信した場合には、送信周期を
第２周期Ｔ２から第１周期Ｔ１に戻す。
【０１０７】
　なお、第２周期化要求パケットの送信元車両のうち、その後、車両情報パケットを受信
できなくなった車両については、自車両にとっての周辺車両ではなくなった可能性が高い
。そのため、車両情報パケットを受信できなくなった車両については、要求元車両として
の登録を抹消すればよい。
【０１０８】
　［変形例９］
　以上では、広域通信モジュール１１と通信制御部１２とが一体となっている態様を例示
したが、これに限らない。図８に示すように、広域通信モジュール１１は、通信制御部１
２を備えるユニット１０Ａの外部に設けられ、広域通信モジュール１１と通信制御部１２
とがＬＡＮを介して接続するように構成されていてもよい。
【符号の説明】
【０１０９】
１００　車車間通信システム、Ｍａ・Ｍｂ　車両、１・１ａ・１ｂ　車載システム、２　
センタ、１０・　通信ユニット、１１　広域通信モジュール、１２　通信制御部、２０　
センサ、３０　ロケータ、３１　ＧＮＳＳ受信機、３２　地図記憶部、Ｆ１　車両情報取
得部、Ｆ２　通信パケット生成部、Ｆ３　送信制御部（送信処理部）、Ｆ４　道路情報取
得部、Ｆ５　位置関係判定部、Ｆ６　受信データ取得部、Ｆ７　周辺車両判定部

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】

【図８】
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